
　国民健康保険税や後期高齢者医療保険料を納期限までに納付しないと、督促状や催告書が送付されます。
それでも納付されない場合には、「差押え」などの滞納処分を受けることになります。
　また、特別な理由もなく滞納が続いた場合、次のような措置をとらせていただくことになります。

①督促状を発送した際の督促手数料、未納期間に応じた延滞金の加算
②財産の差押えなどの滞納処分（預貯金、給与、生命保険など）
③医療機関の窓口で医療費を一旦は全額負担する特別療養費の支給
　対象となる場合があります
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令和7年度からの軽減判定基準額表Ｃ

令和7年度国民健康保険税賦課限度額表Ａ

令和6年度･7年度の後期高齢者医療保険料表Ｂ

　
国
民
健
康
保
険
税
は
、
医
療
給
付
費
分
、

後
期
高
齢
者
支
援
金
分
、
介
護
納
付
金
分
ご

と
に
賦
課
限
度
額
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
う
ち
、
医
療
給
付
費
分
を
65
万
円
か

ら
66
万
円
に
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
分
を
24

万
円
か
ら
26
万
円
に
引
き
上
げ
、
合
計
１
０

９
万
円
と
な
り
ま
す
。
介
護
納
付
金
分
は
変

わ
り
ま
せ
ん
。

　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
は
宮
城
県
後
期

高
齢
者
医
療
広
域
連
合
で
２
年
に
一
度
見
直

さ
れ
ま
す
。
令
和
７
年
度
の
保
険
料
お
よ
び

賦
課
限
度
額
は
令
和
６
年
度
と
同
様 

表
Ｂ

の
と
お
り
で
す
。

　
世
帯
の
被
保
険
者
と
世
帯
主
の
前
年
の
総

所
得
金
額
等
の
合
計
が
基
準
以
下
の
場
合
、

国
民
健
康
保
険
税（
均
等
割
額
と
平
等
割
額
）

と
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料（
均
等
割
額
）が

軽
減
さ
れ
ま
す
。
表
Ｃ

❸ ❷

７月中旬７月中旬にお届けします︕にお届けします︕ 市・県民税の申告は
お済みですか︕︖
市・県民税の申告は
お済みですか︕︖
　国民健康保険税や後期
高齢者医療保険料の計算、
軽減措置の判定、高額療養費の支給区
分判定のためには、世帯主を含めた世
帯全員分の所得の申告が必要です。
　申告がお済みでない方がいらっしゃ
る世帯へ、6月中に申告案内の文書をお
送りしますので、申告をお願いします。

　国民健康保険税納税通知書は世帯主の方へ、後期高齢者医療保険料
納入通知書は個人ごとに送付します。
　内容を確認のうえ、納期限までに納付をお願いします。

桜菓子姫

国民健康保険税の計算について　問 税務課諸税係☎355-5916
後期高齢者医療保険料について　問 保険年金課医療係☎355-6519
保険税・保険料の納付について　問 収納課☎355-5936

国民健康保険税（本賦課）
納税通知書

後期高齢者医療保険料
納入通知書

問 税務課市民税係☎355-5914
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新

　
現
在
お
渡
し
し
て
い
る
資
格
確
認
書
・
資
格

情
報
の
お
知
ら
せ
の
有
効
期
限
は
７
月
31
日
ま

で
で
す
。
新
し
い
資
格
確
認
書
等
は
７
月
末
ま

で
に
対
象
の
世
帯
に
送
付
し
ま
す
の
で
、
８
月

１
日
か
ら
お
使
い
く
だ
さ
い
。

　
有
効
期
限
切
れ
の
も
の
は
、
個
人
情
報
に
気

を
付
け
て
、
ご
自
分
で
破
棄
し
て
く
だ
さ
い
。

※

紙
の
被
保
険
者
証
と
高
齢
受
給
者
証
は
今
後

発
行
さ
れ
ま
せ
ん
。

※

前
年
の
所
得
な
ど
に
よ
り
、
一
部
負
担
金

（
病
院
で
の
支
払
金
額
）が
変
更
に
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。
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認
定

証
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更
新

　
限
度
額
適
用
認
定
証
・
標
準
負
担
額
減
額
認

定
証
の
有
効
期
限
は
７
月
31
日
で
す
。
８
月
以

降
も
引
き
続
き
使
用
す
る
場
合
は
、
更
新
手
続

き
が
必
要
で
す
。

　
更
新
の
受
付
は
７
月
25
日
㈮
か
ら
で
す
。
７

月
中
は
大
変
混
み
合
い
ま
す
。
お
急
ぎ
で
な
い

方
は
８
月
以
降
の
申
請
を
お
勧
め
し
ま
す
。

　
な
お
、
長
期
入
院
中
な
ど
一
部
の
方
を
除
き
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
で
受
診
す
る
場
合
は
お

手
続
き
不
要
で
す
。

手
続
き
に
必
要
な
も
の

①
世
帯
主
お
よ
び
対
象
者
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

の
わ
か
る
も
の

②
資
格
確
認
書
（
お
持
ち
の
場
合
）

③
旧
認
定
証
（
回
収
と
な
り
ま
す
。）

④
手
続
き
す
る
方
の
顔
写
真
付
き
の
本
人
確

認
書
類

※

同
一
世
帯
の
親
族
以
外
の
方
が
手
続
き
す
る

場
合
、
委
任
状
が
必
要
で
す
。
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保
険
証（
ミ
ド
リ
色
）お
よ
び
資
格
確
認
書

（
ピ
ン
ク
色
）の
有
効
期
限
は
７
月
31
日
で
す
。

新
し
い
資
格
確
認
書（
オ
レ
ン
ジ
色
）は
塩
竈
市

に
お
住
い
の
75
歳
以
上
の
方
全
員
に
７
月
末
ま

で
に
送
付
し
ま
す
の
で
、
８
月
１
日
か
ら
お
使

い
く
だ
さ
い
。

　
有
効
期
限
切
れ
の
も
の（
ミ
ド
リ
色
、ピ
ン
ク

色
）は
８
月
１
日
以
降
に
、ご
自
身
で
処
分
す
る

か
、市
で
回
収
し
ま
す
。※

郵
送
可

※

都
合
に
よ
り
住
民
登
録
を
変
更
せ
ず
に
転
居

さ
れ
て
い
る
方
は
、
届
か
な
い
場
合
が
あ
り

ま
す
。左
記
担
当
ま
で
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

限
度
額
適
用
認
定
証
お
よ
び
限
度
額
適
用
・
標

準
負
担
額
減
額
認
定
証

　
限
度
額
適
用
認
定
証（
窓
口
負
担
割
合
が
３

割
：
現
役
Ⅰ
・
Ⅱ
に
該
当
す
る
方
）お
よ
び
限

度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証（
１

割
：
区
分
Ⅰ
・
Ⅱ
）の
有
効
期
限
は
７
月
31
日

で
す
。
限
度
額
証
や
減
額
証
も
し
く
は
併
記
あ

り
の
資
格
確
認
書
を
現
在
お
持
ち
の
方
に
は
、

７
月
末
ま
で
に
送
付
す
る
新
し
い
資
格
確
認
書

に
自
動
的
に
適
用
区
分
が
併
記
さ
れ
ま
す
。

※

現
在
お
持
ち
で
な
い
方
や
併
記
な
し
の
資
格

確
認
書
を
お
持
ち
の
方
は
申
請
が
必
要
で
す
。

※

病
院
で
は
、
一
部
の
方
を
除
き
、
併
記
さ
れ

て
い
な
く
て
も
区
分
が
確
認
で
き
ま
す
。

手
続
き
に
必
要
な
も
の

　
①
資
格
確
認
書（
ま
た
は
有
効
な
保
険
証
）

　
②
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

※

代
理
の
方
が
申
請
す
る
場
合
は
、
代
理
人
の

身
分
証
明
書
が
必
要
で
す
。
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保険税などの納付は口座振替やコンビニ納付、スマホ決済が便利です︕
口座振替の申し込みはWebからお手続き可能です

※詳しくは市ホームページをご覧ください。塩竈市　口座振替

納付忘れにご注意ください︕︕納付忘れにご注意ください︕︕

納付が困難な場合は、
滞納したままにせず
お早めに相談ください。

問・相談 収納課☎355-5936

源  ねりかま

なのっちー

わ
か
り
ん

すし麿

令
和
７
年
度

医 療 給 付 費 分 66万円（65万円）

後期高齢者支援金分 26万円（24万円）

介 護 納 付 金 分 17万円（変更なし）

合　計 109万円（106万円）

※カッコ内は前年度までの限度額

年間保険料
賦課限度額
80万円（66万円）

均等割額 1人当たり
47,400円（44,640円）

所得割額 賦課のもととなる所得
×9.28％（8.62％）

※カッコ内は引き上げ前(令和４・5年度)の税率

区分 世帯の被保険者と世帯主の所得の合計額

7割軽減
（変更なし）

基礎控除額43万円
+（給与所得者等の数※1-1）×10万円　以下

5割軽減
基礎控除額43万円+（30.5万円×被保険者数※2）

+（給与所得者等の数※1-1）×10万円　以下

2割軽減
基礎控除額43万円+（56万円×被保険者数※2）
+（給与所得者等の数※1-1）×10万円　以下

※1　一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者
給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等の支給
を受ける方(65歳未満は公的年金等の収入が60万円を超える方
/65歳以上は公的年金等の収入が125万円(15万円特別控除を
含む)を超える方)を指します。

※2　同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療 
の被保険者に移行したものを含む。


